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(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ素子に対するダメージを低減するこ
とにより優れた信頼性を実現するとともに、レイアウト
の制約が緩和される。
【解決手段】  パネル基板２０上に、一対の電極２１，
２３間に発光領域２２が設けられてなる有機電界発光素
子２４と、気泡を含有する断熱層２７とをこの順に有す
るとともに、上記有機電界発光素子２４と重ならない位
置において上記一対の電極２１，２３からパネル基板２
０とは反対側の面に引き出された引き出し電極３０，３
２を有する有機ＥＬパネル５と、配線３４と、上記配線
３４と導通可能な導電部３５とを有する配線基板８とを
備え、上記有機ＥＬパネル５と上記配線基板８とは、機
械的に接続されるとともに、上記引き出し電極３０，３
２と上記導電部３５とが電気的に接続されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  パネル基板上に、一対の電極間に発光領
域が設けられてなる有機電界発光素子と、気泡を含有す
る断熱層とをこの順に有するとともに、上記有機電界発
光素子と重ならない位置において上記一対の電極からパ
ネル基板とは反対側の面に引き出された引き出し電極を
有する有機ＥＬパネルと、
配線と、上記配線と導通可能な導電部とを有する配線基
板とを備え、
上記有機ＥＬパネルと上記配線基板とは、機械的に接続
されるとともに、上記引き出し電極と上記導電部とが電
気的に接続されていることを特徴とするディスプレイ装
置。
【請求項２】  上記導電部は貫通孔とされており、上記
有機ＥＬパネルの引き出し電極と上記配線基板の導電部
とが、上記貫通孔内に充填された半田を介して電気的に
接続されることを特徴とする請求項１記載のディスプレ
イ装置。
【請求項３】  上記有機ＥＬパネルの引き出し電極と上
記配線基板の導電部とが、圧着によって電気的に接続さ
れることを特徴とする請求項１記載のディスプレイ装
置。
【請求項４】  上記断熱領域は、上記引き出し電極を開
口部として残して、全面に形成されていることを特徴と
する請求項１記載のディスプレイ装置。
【請求項５】  上記断熱領域は、蒸着可能なポリマー材
料からなることを特徴とする請求項１記載のディスプレ
イ装置。
【請求項６】  上記ポリマー材料は、ノルボルネン樹
脂、ポリイミド、エチレン－ビニルアセテート共重合
体、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレンナフタレート、ポリプロピレン、ポリビニルアル
コールから選ばれる１種以上であることを特徴とする請
求項５記載のディスプレイ装置。
【請求項７】  上記配線基板はフレキシブル配線基板で
あることを特徴とする請求項１記載のディスプレイ装
置。
【請求項８】  上記パネル基板は透明材料からなること
を特徴とする請求項１記載のディスプレイ装置。
【請求項９】  パネル基板上に、一対の電極間に発光領
域が設けられてなる有機電界発光素子を形成する工程
と、上記有機電界発光素子上に、気泡を含有させながら
断熱層を形成する工程と、上記有機電界発光素子と重な
らない位置において上記一対の電極からパネル基板とは
反対側の面に引き出し電極を形成して有機ＥＬパネルを
作製する工程とを有する第１の工程と、
配線と、上記配線と導通可能な導電部とを有する配線基
板を、上記有機ＥＬパネルの上記引き出し電極に対応す
る位置と上記導電部とが重なるように位置決めする第２
の工程と、
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上記有機ＥＬパネルの引き出し電極と、上記配線基板の
導電部とを、電気的に接続する第３の工程とを有するこ
とを特徴とするディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１０】  上記導電部は貫通孔とされており、
上記第３の工程において、上記貫通孔に半田ボールを配
し、レーザー光を照射して半田ボールを溶融することに
より貫通孔内に半田を充填することを特徴とする請求項
９記載のディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１１】  上記第３の工程において、上記有機Ｅ
Ｌパネルの引き出し電極と上記配線基板の導電部とを圧
着によって電気的に接続することを特徴とする請求項９
記載のディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１２】  上記第１の工程において、蒸着法によ
って上記断熱領域を形成することを特徴とする請求項９
記載のディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１３】  上記断熱領域は、蒸着可能なポリマー
材料からなることを特徴とする請求項９記載のディスプ
レイ装置の製造方法。
【請求項１４】  上記ポリマー材料は、ノルボルネン樹
脂、ポリイミド、エチレン－ビニルアセテート共重合
体、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレンナフタレート、ポリプロピレン、ポリビニルアル
コールから選ばれる１種以上であることを特徴とする請
求項１３記載のディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１５】  上記配線基板はフレキシブル配線基板
であることを特徴とする請求項９記載のディスプレイ装
置の製造方法。
【請求項１６】  上記パネル基板は透明材料からなるこ
とを特徴とする請求項９記載のディスプレイ装置の製造
方法。
【請求項１７】  ディスプレイ装置を有する電子機器で
あって、
上記ディスプレイ装置は、パネル基板上に、一対の電極
間に発光領域が設けられてなる有機電界発光素子と、気
泡を含有する断熱層とをこの順に有するとともに、上記
有機電界発光素子と重ならない位置において上記一対の
電極からパネル基板とは反対側の面に引き出された引き
出し電極を有する有機ＥＬパネルと、
配線と、上記配線と導通可能な導電部とを有する配線基
板とを備え、
上記有機ＥＬパネルと上記配線基板とは、機械的に接続
されるとともに、上記引き出し電極と上記導電部とが電
気的に接続されていることを特徴とする電子機器。
【請求項１８】  上記導電部は貫通孔とされており、上
記有機ＥＬパネルの引き出し電極と上記配線基板の導電
部とが、上記貫通孔内に充填された半田を介して電気的
に接続されることを特徴とする請求項１７記載の電子機
器。
【請求項１９】  上記有機ＥＬパネルの引き出し電極と
上記配線基板の導電部とが、圧着によって電気的に接続
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されることを特徴とする請求項１７記載の電子機器。
【請求項２０】  上記断熱領域が、上記引き出し電極を
開口部として残して、全面に形成されていることを特徴
とする請求項１７記載の電子機器。
【請求項２１】  上記断熱領域は、蒸着可能なポリマー
材料からなることを特徴とする請求項１７記載の電子機
器。
【請求項２２】  上記ポリマー材料は、ノルボルネン樹
脂、ポリイミド、エチレン－ビニルアセテート共重合
体、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレンナフタレート、ポリプロピレン、ポリビニルアル
コールから選ばれる１種以上であることを特徴とする請
求項２１記載の電子機器。
【請求項２３】  上記配線基板はフレキシブル配線基板
であることを特徴とする請求項１７記載の電子機器。
【請求項２４】  上記パネル基板は透明材料からなるこ
とを特徴とする請求項１７記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、パネル基板上に一
対の電極間に発光領域が設けられてなる有機電界発光素
子を有する有機ＥＬパネルと、配線と上記配線と導通可
能な導電部とを有する配線基板とを備えるディスプレイ
装置及びその製造方法、並びに電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、有機電界発光素子（有機エレクト
ロルミネッセンス素子、以下、有機ＥＬ素子と称す
る。）を発光素子としたディスプレイ装置が注目されて
いる。従来のこの種のディスプレイ装置は、例えば透明
なガラス基板の上に陽極となる透明電極がストライプ状
に形成され、この透明電極に直交するように、正孔輸送
層及び発光層からなる有機層が形成され、この有機層上
にさらに陰極が形成されてなる。すなわち、ディスプレ
イ装置では、透明電極と陰極とが交差する位置に有機Ｅ
Ｌ素子が形成されることになり、これら有機ＥＬ素子が
マトリクス状に配列されることにより発光エリアを形成
している。また、ディスプレイ装置のガラス基板の周辺
部には、発光エリアを駆動回路に対して接続するための
電極部を有している。
【０００３】このディスプレイ装置を発光させる際に
は、陽極である透明電極に対して正の電圧を印加し、陰
極に対して負の電圧を印加することにより、透明電極か
ら注入された正孔が正孔輸送層を経て発光層に到達する
とともに、陰極から注入された電子が発光層に到達す
る。これにより、発光層内で電子と正孔との再結合が生
じることから、所定の波長を持った光が発生して、透明
なガラス基板の側からその光が外部へ出射することにな
る。
【０００４】ところで、この種のディスプレイ装置で
は、ガラス基板上に形成された電極と、フレキシブル配
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線基板及び／又は駆動用のドライバＩＣとを、ＡＣＦ
（異方性導電膜）を介して熱圧着することにより、これ
らを電気的に接続している。
【０００５】具体的には、図１５に示すように、ディス
プレイ装置は、表面にＩＴＯ（Indium tin oxide）膜か
らなる透明電極１０００が形成されたガラス基板１００
１上に、有機ＥＬ素子１００２が形成されるとともに、
ＡＣＦ１００３を介してドライバＩＣ１００４が電気的
に接続され、ＡＣＦ１００５を介してフレキシブル配線
基板１００６が電気的に接続されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、例えば
ＡＣＦのように熱をかけてガラス基板上の電極部とドラ
イバＩＣやフレキシブル配線基板とを接続する場合、有
機ＥＬ素子を構成する有機物の耐熱性が低いために有機
ＥＬ素子がダメージを受け、有機ＥＬ素子が破壊される
おそれがある。
【０００７】このため、有機ＥＬ素子へのダメージの低
減を図るためには、ガラス基板上の有機ＥＬ素子とドラ
イバＩＣやフレキシブル配線基板との距離を充分に離間
させる必要がある。この結果、ディスプレイ装置のレイ
アウトが厳しく制約され、開口率が低下する等の不都合
を生じてしまう。
【０００８】そこで本発明はこのような従来の実情に鑑
みて提案されたものであり、優れた信頼性とレイアウト
の制約の緩和とを両立可能なディスプレイ装置及びディ
スプレイ装置の製造方法、並びに電子機器を提供するこ
とを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた
めに、本発明に係るディスプレイ装置は、パネル基板上
に、一対の電極間に発光領域が設けられてなる有機電界
発光素子と、気泡を含有する断熱層とをこの順に有する
とともに、上記有機電界発光素子と重ならない位置にお
いて上記一対の電極からパネル基板とは反対側の面に引
き出された引き出し電極を有する有機ＥＬパネルと、配
線と、上記配線と導通可能な導電部とを有する配線基板
とを備え、上記有機ＥＬパネルと上記配線基板とは、機
械的に接続されるとともに、上記引き出し電極と上記導
電部とが電気的に接続されていることを特徴とする。
【００１０】以上のように構成されたディスプレイ装置
では、有機電界発光素子と重ならない位置において、有
機ＥＬパネルの引き出し電極と、配線基板の導電部とが
電気的に接続されいるため、有機ＥＬパネルの引き出し
電極と配線基板の導電部とを電気的に接続する際に必然
的に発生する熱や圧力に起因する、有機電界発光素子へ
のダメージを極力回避できる。
【００１１】また、有機電界発光素子の配線基板側に、
気泡を有する断熱領域が形成されているため、この断熱
領域が、有機電界発光素子への熱伝導を遮断するととも
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に、配線基板側から加えられた圧力を吸収する。したが
って、有機電界発光素子と、有機ＥＬパネル－配線基板
の電気的接続部との位置をずらすことによって回避した
熱及び圧力の影響を、断熱領域によってさらに低減する
ことができる。
【００１２】また、本発明に係るディスプレイ装置の製
造方法は、パネル基板上に、一対の電極間に発光領域が
設けられてなる有機電界発光素子を形成する工程と、上
記有機電界発光素子上に、気泡を含有させながら断熱層
を形成する工程と、上記有機電界発光素子と重ならない
位置において上記一対の電極からパネル基板とは反対側
の面に引き出し電極を形成して有機ＥＬパネルを作製す
る工程とを有する第１の工程と、配線と、上記配線と導
通可能な導電部とを有する配線基板を、上記有機ＥＬパ
ネルの上記引き出し電極に対応する位置と上記導電部と
が重なるように位置決めする第２の工程と、上記有機Ｅ
Ｌパネルの引き出し電極と、上記配線基板の導電部と
を、電気的に接続する第３の工程とを有することを特徴
とする。
【００１３】以上のようなディスプレイ装置の製造方法
では、有機電界発光素子と重なる領域に気泡を含有する
断熱領域を形成するとともに、有機電界発光素子と重な
らない位置で有機ＥＬパネルと配線基板とを電気的に接
続している。このため、有機ＥＬパネルと配線基板とを
電気的に接続する際に必然的に発生する熱や圧力に起因
する、有機電界発光素子へのダメージを極力回避でき
る。
【００１４】また、本発明に係る電子機器は、ディスプ
レイ装置を有する電子機器であって、上記ディスプレイ
装置は、パネル基板上に、一対の電極間に発光領域が設
けられてなる有機電界発光素子と、気泡を含有する断熱
層とをこの順に有するとともに、上記有機電界発光素子
と重ならない位置において上記一対の電極からパネル基
板とは反対側の面に引き出された引き出し電極を有する
有機ＥＬパネルと、配線と、上記配線と導通可能な導電
部とを有する配線基板とを備え、上記有機ＥＬパネルと
上記配線基板とは、機械的に接続されるとともに、上記
引き出し電極と上記導電部とが電気的に接続されている
ことを特徴とする。
【００１５】以上のような電子機器が有するディスプレ
イ装置では、有機電界発光素子と重ならない位置におい
て、有機ＥＬパネルの引き出し電極と、配線基板の導電
部とが電気的に接続されいるため、有機ＥＬパネルの引
き出し電極と配線基板の導電部とを電気的に接続する際
に必然的に発生する熱や圧力に起因する、有機電界発光
素子へのダメージを極力回避できる。
【００１６】また、有機電界発光素子の配線基板側に、
気泡を有する断熱領域が形成されているため、この断熱
領域が、有機電界発光素子への熱伝導を遮断するととも
に、配線基板側から加えられた圧力を吸収する。したが
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って、有機電界発光素子と、有機ＥＬパネル－配線基板
の電気的接続部との位置をずらすことによって回避した
熱及び圧力の影響を、断熱領域によってさらに低減する
ことができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明を適用したディスプ
レイ装置及びディスプレイ装置の製造方法、並びに電子
機器について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】まず、本発明を適用したディスプレイ装置
を、例えば７５インチサイズ以上の大型の表示面を有す
るテレビジョン受像機等の電子機器に搭載した例につい
て説明する。
【００１９】図１及び図２に示すように、電子機器１
は、筐体２内に有機電界発光素子（以下、有機ＥＬ素子
と称する。）を有するディスプレイ装置３を備えてい
る。ディスプレイ装置１は、図３に示すように、複数の
ＩＣ（集積回路）基板４と、１枚の有機ＥＬパネル５と
から構成されている。
【００２０】各ＩＣ基板４は、１つ以上のドライバＩＣ
６及びコネクタ７を有している。これらドライバＩＣ６
は、コネクタ７に一端を接続されたフレキシブル配線基
板８を介して、それぞれ有機ＥＬパネル５の裏面５ｂの
電気接続部分に、電気的且つ機械的に接続されている。
また、各ＩＣ基板４は、ＩＣ基板４が有するコネクタ９
に両端を接続された別のフレキシブル配線基板１０を介
して、相互に電気的に接続されている。
【００２１】ＩＣ基板４としては、例えばガラスエポキ
シ基板、紙フェノール基板、セラミック基板、鉄等の金
属基板等、如何なる種類の基板であっても用いることが
でき、フレキシブル基板を用いることもできる。
【００２２】有機ＥＬパネル５は、図３においては、電
子機器１の表示画面となる側の表面５ａと、ＩＣ基板４
が配される側の裏面５ｂとを有している。また、有機Ｅ
Ｌパネル５は、図３中、破線で示すように複数の区分面
１１に分けられている。
【００２３】各ＩＣ基板４のドライバＩＣ６は、上述し
たようにフレキシブル配線基板８の図示しない配線（導
体パターン）を介して、大型の有機ＥＬパネル５を各区
分面１１に分けてそれぞれ駆動する。これにより、各Ｉ
Ｃ基板４から対応する位置にある区分面１１までの駆動
配線の長さが短くなり、ディスプレイ装置３の表示画面
を大型化した場合であっても配線抵抗による電圧降下を
なくして、有機ＥＬパネル５の表示駆動を安定して行う
ことが可能となる。また、仮にいずれかのＩＣ基板４の
ドライバＩＣ６の動作が不良となった場合でも、該当す
る区分面１１に対応するＩＣ基板４のみを取り外して交
換すればよい。したがって、大型面積を有する有機ＥＬ
パネルの面積に合わせて大型のＩＣ基板を設けた場合に
比べて、メンテナンス時のコストダウンを図ることがで
きる。
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7
【００２４】有機ＥＬパネル５は、図４及び図５に示す
ように、Ｒ、Ｇ、Ｂの表示画素が無数に配されることに
より全面が表示領域とされるとともに、これら表示画素
と駆動回路とを接続するための電気的な接続領域１２を
有している。電気的な接続領域１２は、寸法Ｄ１と寸法
Ｄ２とで形成される領域、及び寸法Ｄ３と寸法Ｄ４とで
形成される領域を有している。
【００２５】電気的な接続領域１２は、例えば丸形状の
接続ポイントＰを有している。この接続ポイントＰは、
有機ＥＬパネル５とフレキシブル配線基板８とを電気的
に接続する部分であり、各表示画素の間に配されてい
る。なお、この接続ポイントＰの位置については、詳細
を後述する。
【００２６】また、有機ＥＬパネル５の対角には、位置
決め用のアライメントマーク１３が形成されており、こ
のアライメントマーク１３は例えば正方形の形状を呈し
ている。
【００２７】有機ＥＬパネル５の要部斜視図を、図６及
び図７に示す。有機ＥＬパネル５は、透明基板２０上
に、ストライプ状に陽極となる透明電極２１が複数形成
され、この上に透明電極２１と直交するようにしてスト
ライプ状の有機ＥＬ膜２２が複数形成され、その上に陰
極２３が複数形成されて構成されたものであり、陽極で
ある透明電極２１と、陰極２３とが交差する位置に、有
機ＥＬ素子２４が形成されている。また、有機ＥＬパネ
ル５は、各有機ＥＬ素子２４を駆動するために、透明電
極２１及び陰極２３がそれぞれＩＣ基板４と電気的に接
続されている。
【００２８】図７に示す有機ＥＬ素子２４は、いわゆる
シングルヘテロ型の有機ＥＬ素子であり、ガラス基板等
の透明基板２０上に、陽極としてＩＴＯ（Indium tin o
xide）等からなる透明電極２１と、正孔輸送層２２ａと
電子輸送層及び発光層の機能を兼ねた発光層２２ｂとを
積層してなる有機ＥＬ膜２２と、Ａｌ等の金属からなる
陰極２３とが順次積層されて構成される。
【００２９】なお、図７においては、透明基板２０上に
陽極である透明電極２１と正孔輸送層２２ａと発光層２
２ｂと陰極２３とがこの順に積層されてなる有機ＥＬ素
子２４を例として挙げたが、有機ＥＬ素子の構造及び積
層の順番に関しては、特に限定されるものではない。例
えば、有機ＥＬ素子２４は、基板上に陰極と電子輸送層
と発光層と正孔輸送層と陽極とがこの順に積層されてな
る構造であっても構わない。また、有機ＥＬ膜２２中の
発光層は、図７に示すように電子輸送層と発光層との機
能を兼ねる場合に限定されず、正孔輸送層と発光層との
機能を兼ねる場合、電子輸送層及び正孔輸送層とは独立
して機能する場合のいずれであっても構わない。
【００３０】この有機ＥＬ素子２４においては、ＩＣ基
板４のドライバＩＣ６によって、透明電極２１に正の電
圧を、陰極２３に負の電圧をそれぞれ印加されることに
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より、透明電極２１から注入され、正孔輸送層２２ａを
経た正孔が、また陰極２３から注入された電子が、それ
ぞれ発光層２２ｂに到達する。この結果、発光層２２ｂ
において電子と正孔との再結合が生じ、所定波長の光が
発生し、図７（Ｂ）中矢印で示すように、透明基板２０
側から外部へ出射する。
【００３１】つぎに、有機ＥＬパネル５とフレキシブル
配線基板８との接続部分について、図８を用いて説明す
る。
【００３２】図８に示す有機ＥＬパネル５は、透明基板
２０上に、透明基板２０の全面に亘って形成された基板
側バリア層２５と、所定の形状にパターニングされた透
明電極２１と、有機ＥＬ膜２２と、陰極２３とをこの順
に積層して有している。また、有機ＥＬパネル５は、透
明電極２１と陰極２３との間に絶縁層２６を有してお
り、これにより透明電極２１間及び透明電極２１と陰極
２３との短絡が防止されている。また、有機ＥＬパネル
５は、絶縁層２６又は陰極２３上の全面に亘って、多数
の気泡を含有する断熱層２７を有し、この断熱層２７上
に背面バリア層２８を有している。
【００３３】また、背面バリア層２８、断熱層２７及び
絶縁層２６には、陽極である透明電極２１まで到達する
コンタクトホール２９が形成されており、このコンタク
トホール２９内は、導電性の金属を埋め込まれることに
よりプラグ３０とされている。また、背面バリア層２８
及び断熱層２７には、陰極２３まで到達するコンタクト
ホール３１が形成されており、このコンタクトホール３
１内は、導電性の金属を埋め込まれることによりプラグ
３２とされている。
【００３４】フレキシブル配線基板８には、複数の貫通
孔３３と、貫通孔３３を取り囲むように形成されるとと
もにドライバＩＣ６と電気的に接続された、配線である
導体パターン３４とが形成されている。貫通孔３３の内
壁を覆うように形成された導電性の導電部３５は、導体
パターン３４と電気的に接続されている。
【００３５】また、有機ＥＬパネル５とフレキシブル配
線基板８との間には、これらを機械的且つ電気的に接続
するための接着層３６が形成されている。接着層３６
は、有機ＥＬパネル５のプラグ３０及びプラグ３２に対
応する位置、すなわち、フレキシブル配線基板８の貫通
孔３３に対応する位置に、電極パッド３７を有してい
る。
【００３６】そして、フレキシブル配線基板８の貫通孔
３３内には半田３８が充填されている。これにより、有
機ＥＬパネル５の陽極である透明電極２１とフレキシブ
ル配線基板８の導体パターン３４とが電気的に接続され
るとともに、有機ＥＬパネル５の陰極２３とフレキシブ
ル配線基板８の導体パターン３４とが電気的に接続され
る。すなわち、上述した接続ポイントＰは、電極パッド
３７及び半田３８を介してプラグ３０と導電部３５とが
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9
電気的に接続された部分、並びに電極パッド３７及び半
田３８を介してプラグ３２と導電部３５とが電気的に接
続された部分を示すものである。このように、接続ポイ
ントＰは、有機ＥＬパネル５の有機ＥＬ素子２４が形成
された位置と重ならない位置に配置されている。
【００３７】有機ＥＬパネル５を構成する透明基板２０
としては、可視光領域で透明な材料を用いることができ
る。例えば、透明基板２０としては、ガラス基板、プラ
スチック基板等が挙げられる。ガラス基板の材料として
は、例えばソーダ硝子、無アルカリ硝子、石英硝子等が
挙げられる。また、プラスチック基板の材料としては、
ＰＣ（ポリカーボネート）、フッ素ＰＩ（ポリイミ
ド）、ＰＭＭＡ（アクリル樹脂）、ＰＥＴ（ポリエチレ
ンテレフタレート）、ＰＡＲ（ポリアリレート）、ＰＥ
Ｓ（ポリエーテルスルホン）、ＰＥＮ（ポリエーテルニ
トリル）、シクロオレフィン系樹脂等が挙げられる。
【００３８】透明電極２１は、可視光領域で透明な材料
である例えばＩＴＯ等からなる。
【００３９】基板側バリア層２５は、例えばＳｉＯＮ等
からなり、水分や酸素等に対するガスバリア性を有し、
有機ＥＬ素子２４の劣化を防止する。基板側バリア層２
５は、可視光領域で透明であるとともに、反射防止特性
を有することが好ましい。これにより、有機ＥＬ素子２
４からの発光が透明基板２１で反射することを防止し、
透過率の高いディスプレイ装置３を実現できる。
【００４０】有機ＥＬ膜２２は、上述したように、正孔
輸送層２２ａと発光層２２ｂとがこの順に積層されてな
る。有機ＥＬ膜２２を構成する材料としては、この種の
有機ＥＬ膜を構成する従来公知の材料を何れも使用可能
である。
【００４１】なお、有機ＥＬ膜２２の電子輸送層と陰極
２３との間に、電子の輸送を効率的に制御することを目
的として、仕事関数の低い材料であるリチウム、酸化リ
チウム、フッ化リチウム等を挿入してもよい。
【００４２】陰極２３は、有機ＥＬ膜２２のカソードと
なるものであり、例えばフッ化リチウム等からなる。
【００４３】絶縁層２６は、例えばＳｉＮ等からなり、
電気絶縁性を有するものである。また、絶縁層２６は、
電気絶縁性とともに水分や酸素に対するガスバリア性を
有することが好ましく、これにより有機ＥＬ膜２２の劣
化を防止することができる。
【００４４】断熱層２７は、図８において、プラグ３０
及びプラグ３２が形成されるためのコンタクトホール２
９及びコンタクトホール３１を除いて、有機ＥＬパネル
５の全面に亘って形成されている。この断熱層２７は、
多数の気泡を含有することにより、熱伝導性が極めて低
くなされているとともに、外部からの圧力を吸収して緩
和する機能を有している。
【００４５】気泡の直径は、特に限定されるものではな
いが、断熱層２７の厚み以下であり、例えば断熱層２７

10
の厚みが１μｍ程度である場合、数十ｎｍ～数百ｎｍ程
度であることが好ましい。
【００４６】また、断熱層２７の両表面から数十ｎｍ程
度の深さの領域は、気泡を含有しないことが好ましい。
これにより、断熱層２７と、断熱層２７の透明基板２０
側に存在する有機ＥＬ膜２２及び／又は絶縁層２６との
界面、並びに断熱層２７と背面側バリア層２８との界面
を安定化させられる。
【００４７】断熱層２７を構成する材料としては、例え
ば後述するような真空蒸着法等で成膜可能な材料が挙げ
られ、具体的には、ノルボルネン樹脂、ポリイミド、Ｅ
ＶＡ（エチレン－ビニルアセテート共重合体）樹脂、ポ
リアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
ナフタレート、ポリプロピレン、ポリビニルアルコール
等のポリマーが挙げられる。これらのポリマーは、単独
であっても、また、複数種類を混合して用いられても構
わない。また、断熱層２７を構成する材料は、絶縁性を
有することが好ましい。
【００４８】なお、断熱層２７は、図８に示すように有
機ＥＬパネル５の全面に亘って層状に形成される場合に
限定されない。例えば、断熱層２７は、有機ＥＬ素子２
４のダメージを低減することが可能であれば如何なる形
状であってもよく、例えば少なくとも有機ＥＬ膜２２を
覆うように島状に形成されていても構わない。
【００４９】背面バリア層２８は、例えばＳｉＯＮ、Ｓ
ｉＮ、ＡｌＮ等からなり、水分や酸素等に対するガスバ
リア性を有し、有機ＥＬ素子の劣化を防止する。
【００５０】プラグ３０及びプラグ３２は、Ｎｉ等の金
属、導電性の高い半導体等の導電性材料からなる。
【００５１】フレキシブル配線基板８は、例えばＰＩ
（ポリイミド）やＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレー
ト）等により構成されたもの等を使用することができ
る。
【００５２】貫通孔３３の内壁を覆うように形成された
導電性の導電部３５としては、導電性の材料を用いるこ
とが可能であり、例えばＣｕ、Ａｇ、カーボン等が挙げ
られる。
【００５３】半田３８としては特に限定されないが、例
えば無鉛半田を用いることができる。
【００５４】接着層３６は、フレキシブル配線基板８と
有機ＥＬパネル５とを機械的に接着するものであり、例
えば両面粘着テープ等からなる。
【００５５】フレキシブル配線基板８と有機ＥＬパネル
５とを電気的に接続する電極パッド３７としては、例え
ばＡｕ等の導電性材料等を用いることができる。また、
電極パッド３７として、半田、Ｃｕ等を用いてもよく、
また、Ｎｉ下地のＡｕメッキであっても構わない。
【００５６】以上のように構成されたディスプレイ装置
３では、有機ＥＬパネル５とフレキシブル配線基板８と
の電気的な接続部分である接続ポイントＰと、有機ＥＬ
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11
素子２４が形成された位置とが重ならないようになされ
ている。これにより、フレキシブル配線基板８と有機Ｅ
Ｌパネル５とを電気的に接続する際、すなわち半田を溶
融する際に発生する熱が、有機ＥＬ膜２２へダメージを
及ぼすことを極力回避できる。
【００５７】これとともに、有機ＥＬパネル５の有機Ｅ
Ｌ素子２４の、フレキシブル配線基板８が接続された側
には断熱層２７が形成されているため、フレキシブル配
線基板８と有機ＥＬパネル５とを電気的に接続する際、
すなわち半田３８を溶融する際に発生する熱は、殆ど断
熱層２７によって遮断される。この結果、接続ポイント
Ｐと有機ＥＬ素子２４が形成された位置とをずらすこと
で回避した熱ダメージの影響を、さらに低減することが
可能である。
【００５８】また、熱ダメージが低減されることによっ
て接続ポイントＰと有機ＥＬ素子２４が形成された位置
との距離を過剰に離間させる必要がなくなるため、すな
わち、接続ポイントＰと有機ＥＬ素子２４が形成された
位置との距離が極めて近接したレイアウトであっても、
有機ＥＬ素子２４に対するダメージを確実に回避するこ
とができるため、ディスプレイ装置３におけるレイアウ
トの制約が大幅に緩和される。したがって、このディス
プレイ装置３は、有機ＥＬ素子２４の劣化を防止して長
寿命等の極めて高い信頼性を実現するとともに、レイア
ウトの制約を緩和して高い開口率を達成することができ
る。
【００５９】さらに、本発明を適用したディスプレイ装
置３は、上述したような半田３８でなく、有機ＥＬパネ
ル５とフレキシブル配線基板８とが例えばＡＣＦ（異方
性導電膜）等を用いた圧着により電気的に接続される場
合にも有効である。すなわち、断熱層２７は、多数の気
泡を含有することによって圧力を吸収する機能を有する
ため、有機ＥＬパネル５とフレキシブル配線基板８とを
圧着する際に生じる衝撃を緩和し、有機ＥＬ素子２４へ
のダメージを抑制する。したがって、有機ＥＬパネルと
配線基板とが圧力によって接続される場合であっても、
有機ＥＬ素子２４の劣化を防止して発光特性及び逆バイ
アス特性に優れるとともに、長寿命を実現するディスプ
レイ装置３を実現できる。
【００６０】なお、上述の説明では、有機ＥＬパネル５
を駆動するためのドライバＩＣ６は、ＩＣ基板４の上に
マウントされている構造のディスプレイ装置３を例に挙
げたが、例えばドライバＩＣ６がフレキシブル配線基板
８上にマウントされたディスプレイ装置であっても構わ
ない。
【００６１】また、上述の説明では、有機ＥＬパネル５
とフレキシブル配線基板８とが接続されてなるディスプ
レイ装置３を例に挙げたが、フレキシブル配線基板８の
代わりに、従来公知のプリント基板を用いることが可能
である。

12
【００６２】以下、上述したようなディスプレイ装置３
を製造する方法について説明する。
【００６３】まず、有機ＥＬパネル５を作製する。
【００６４】先ず、透明基板２０を用意し、透明基板２
０の全面に亘って、基板側バリア層２５を成膜する。
【００６５】次に、基板側バリア層２５上に、陽極であ
る透明電極２１を、ストライプ状の所定の形状に形成す
る。ＩＴＯ等からなる透明電極２１の成膜には、スパッ
タ法等の物理的成膜法を用いることができる。また、透
明電極２１のストライプ形状は、従来公知のリソグラフ
ィ技術とエッチング技術等により形成される。
【００６６】次に、基板側バリア層２５上に、透明電極
２１上で開口する開口部を有する絶縁層２６を形成す
る。絶縁層２６がＳｉＮからなる場合、先ず、例えばＣ
ＶＤ法によりＳｉＮからなる層を形成し、次に、従来公
知のリソグラフィ技術と反応性イオンエッチング（ＲＩ
Ｅ）法等によって開口部を形成することによって、所定
の形状の絶縁層２６を得る。
【００６７】次に、透明電極２１と直交するように、透
明電極２１上にストライプ状の有機ＥＬ膜２２を成膜す
る。具体的には、基板側バリア層２５、透明電極２１及
び絶縁層２６が形成された透明基板２０に対して、所定
の形状の開口を有するマスクを配置し、正孔輸送層２２
ａを構成する材料と発光層２２ｂを構成する材料とを、
この順で真空蒸着法によって透明電極２１上に成膜する
ことにより、有機ＥＬ膜２２が得られる。
【００６８】次に、有機ＥＬ膜２２上に、例えば真空蒸
着法等により、陰極２３を形成する。
【００６９】なお、ここまでの有機ＥＬパネル５を製造
する工程については、上述した方法に限定されず、従来
公知の有機ＥＬ素子の製造方法をいずれも適用可能であ
る。
【００７０】次に、絶縁層２６及び陰極２３上に、断熱
層２７を成膜する。断熱層２７は、例えば真空蒸着法等
によって、所定の材料を絶縁層２６及び陰極２３上に被
着させることにより形成される。
【００７１】具体的には、先ず、真空蒸着装置の真空チ
ャンバー内に、基板側バリア層２５、透明電極２１、絶
縁層２６、有機ＥＬ膜２２及び陰極２３が形成された透
明基板２０、並びに断熱層２７の原料となる粉末材料を
収容した蒸着ボートをセッティングする。次に、真空チ
ャンバー内を基準圧力５×１０－４Ｐａ程度まで減圧
し、蒸着ボートを抵抗加熱することにより、１５０℃～
５００℃の範囲内で温度制御し、断熱層２７の成膜を行
う。
【００７２】このとき、膜厚計により成膜速度をモニタ
ーし、成膜速度を１０Å／秒～５００Å／秒程度の範囲
とすることにより、気泡を含有した断熱層２７を成膜す
ることができる。断熱層２７における気泡の含有量は、
成膜速度を変化させることにより制御可能である。
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【００７３】また、断熱層２７を成膜する際の初期と終
期とにそれぞれ成膜速度を小さくすることにより、断熱
層２７の両表面から数十ｎｍ程度の深さの領域に、気泡
を含有しない領域を設けることができる。
【００７４】ここで、実際に断熱層２７の原料であるノ
ルボルネン樹脂を真空蒸着法によりガラス基板上に成膜
し、成膜後のノルボルネン樹脂の化学結合状態について
評価した。具体的には、蒸着後のガラス基板上に成膜さ
れたノルボルネン樹脂（断熱層）と、蒸着前の粉末状の
ノルボルネン樹脂（バルクポリマー）とについて、それ
ぞれ赤外分光測定を行った。これらの断熱層及びバルク
ポリマーの赤外分光スペクトルを、図９に示す。なお、
断熱層のスペクトルは、ガラス基板上に成膜されたノル
ボルネン樹脂をＧｅ－ＡＴＲ（attenuated total refle
ctance）により評価したものである。このため、断熱層
の１０００ｃｍ－１付近の断熱層のピークは、ガラス基
板とノルボルネン樹脂との化学結合状態を反映したもの
である。
【００７５】１０００ｃｍ－１付近のピークを除いてこ
れらのスペクトルを比較すると、ピークの位置に殆ど変
化がないことから、ノルボルネン樹脂の化学結合状態
は、蒸着前と蒸着後とで変化していないことがわかる。
したがって、真空蒸着法によって、例えばノルボルネン
樹脂からなる断熱層を物性を保ったまま成膜可能である
ことがわかる。
【００７６】次に、断熱層２７上に、背面バリア層２８
を成膜する。
【００７７】次に、接続ポイントＰに対応する位置に、
ドライエッチングを行うことにより背面バリア層２８側
からコンタクトホール２９及びコンタクトホール３１を
形成する。
【００７８】次に、コンタクトホール２９及びコンタク
トホール３１内に、蒸着又はスパッタリング等によりＮ
ｉを埋め込み、プラグ３０及びプラグ３２とする。これ
により、有機ＥＬパネル５が得られる。
【００７９】つぎに、有機ＥＬパネル５とフレキシブル
配線基板８とを機械的及び電気的に接続する。
【００８０】先ず、有機ＥＬパネル５のプラグ３０及び
プラグ３２の上に、蒸着又はスパッタリング等によりＡ
ｕをからなる膜を形成し、電極パッド３７を形成する。
【００８１】次に、貫通孔３３に対応した部分に開口を
有する両面粘着テープを一方の主面に貼り付けられたフ
レキシブル配線基板８を用意し、フレキシブル配線基板
８の両面粘着テープが貼り付けられた側と、有機ＥＬパ
ネル５の背面バリア層２８が形成された側とを互いに対
向させて、これらを貼り合わせ、機械的に接続する。
【００８２】このとき、図５に示すような有機ＥＬパネ
ル５のアライメントマーク１３と、フレキシブル配線基
板８の所定の位置に設けられたアライメントマークとを
それぞれ画像認識することで、有機ＥＬパネル５とフレ
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キシブル配線基板８との位置あわせを行う。これによ
り、有機ＥＬパネル５の複数の電極パッド３７と、フレ
キシブル配線基板８の複数の貫通孔３３との位置あわせ
が正確なものとなる。
【００８３】なお、有機ＥＬパネル５とフレキシブル配
線基板８との位置あわせは、上述したようなアライメン
トマークを用いた方法に限定されず、如何なる方法で行
っても構わない。
【００８４】また、上述したような有機ＥＬパネル５と
フレキシブル配線基板８との貼り合わせは、真空中で行
うことが好ましい。
【００８５】次に、フレキシブル配線基板８の貫通孔３
３内に半田３８を充填する。このためには、例えば図１
０に示すような吸引装置１００と、外周面にフラックス
Ｆが転写されてなる半田ボール１０１とを用いる。
【００８６】先ず、ホルダー１０２と、ホルダー１０２
に開口した複数の孔１０３とを有する吸引装置１００
は、孔１０３から空気吸引を行うことにより、孔１０３
内に半田ボール１０１を保持する。次に、図１１に示す
ように、半田ボール１０１を保持した吸引装置１００
は、有機ＥＬパネル５と機械的に接続したフレキシブル
配線基板８の上方に、ホルダー１０２を移動させる。そ
して、吸引装置１００は、空気吸引を解除することによ
り、半田ボール１０１をフレキシブル配線基板８の貫通
孔３３へそれぞれ投入する。このとき、半田ボール１０
１のフラックスＦが転写された側が、電極パッド３７に
対向するように配置されるため、半田ボール１０１が転
がりにくくなる。
【００８７】次に、図１２に示すように、貫通孔３３内
に投入された半田ボール１０１に対してレーザー光１０
４を照射し、半田ボール１０１を溶融する。これによ
り、図８に示すように、半田３８が、フレキシブル配線
基板８の導電部３５と、電極パッド３７とを機械的且つ
電気的に確実に接続することになる。
【００８８】半田ボール１０１にレーザー光１０４を照
射する際には、必要に応じて、図１２に示すような孔１
０５を有するマスキング材１０６を用いることが好まし
い。
【００８９】レーザー光１０４としては、半田ボール１
０１を溶融させられるものであれば如何なる種類のレー
ザー光も用いることができ、例えば半導体レーザー、エ
キシマレーザー、ＹＡＧ（yttrium-aluminum-garnet）
レーザー等が挙げられる。
【００９０】上述したようなディスプレイ装置３の製造
方法によれば、成膜速度を制御することにより、気泡を
含有する断熱層２７を、有機ＥＬ素子２４の上方に形成
することができる。
【００９１】また、接続ポイントＰと有機ＥＬ素子２４
が形成された位置とが重ならないようになされているた
め、半田ボール１０１を溶融する際の熱が有機ＥＬ素子
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２４へダメージを及ぼすことを極力回避しつつ、有機Ｅ
Ｌパネル５とフレキシブル配線基板８とを電気的に接続
できる。
【００９２】これとともに、半田ボール１０１を溶融す
る際の熱は、殆ど断熱層２７によって遮断される。この
ため、接続ポイントＰと有機ＥＬ素子２４が形成された
位置との位置をずらすことで回避した熱ダメージを、さ
らに低減することができる。
【００９３】したがって、接続ポイントＰと有機ＥＬ素
子２４が形成された位置とが極めて近接したレイアウト
であっても、有機ＥＬ素子２４のダメージを確実に回避
できるため、レイアウトの大幅な緩和と、極めて高い信
頼性とを両立したディスプレイ装置３を製造できる。
【００９４】また、上述の方法では、フレキシブル配線
基板８に予め設けられた貫通孔３３内に半田ボール１０
１を投入し、この半田ボール１０１をレーザー光１０４
にて局所的且つ瞬間的に加熱するだけで、有機ＥＬパネ
ル５とフレキシブル配線基板８との電気的な接続が図ら
れるため、熱の発生量を最低限に抑えられる。したがっ
て、有機ＥＬ素子２４への熱ダメージをさらに低減し、
信頼性の高いディスプレイ装置３を製造できる。
【００９５】なお、上述の説明では、有機ＥＬパネル５
とフレキシブル配線基板８との電気的接続をとるため
に、半田ボール１０１を用いる方法を例に挙げたが、半
田ボール１０１の代わりに通常のクリーム半田を用いて
も勿論構わない。
【００９６】また、上述の説明では、有機ＥＬパネル５
とフレキシブル配線基板８との電気的接続をとるために
半田を用いる方法を例に挙げたが、半田の代わりにＡＣ
Ｆ等を用いて有機ＥＬパネル５とフレキシブル配線基板
８とを圧着することにより、ディスプレイ装置３を製造
しても構わない。
【００９７】つぎに、このディスプレイ装置を有する電
子機器の一例として、携帯電話を例に挙げて説明する。
図１３に示す携帯電話２００は、直方体形状の筐体２０
１と、アンテナ２０２とを有している。筐体２０１は、
一主面側のフロント部２０３に、情報を表示するディス
プレイ部２０４と、音声を出力するスピーカ２０５と、
音声を入力するマイク２０６と、各種の操作ボタンを有
する操作部２０７とを有している。
【００９８】このうちディスプレイ部２０４は、図１４
に示すように、ＩＣ基板２０８と、有機ＥＬパネル２０
９とから構成されている。ＩＣ基板２０８は、１つ以上
のドライバＩＣ２１０及びコネクタ２１１を有してい
る。これらドライバＩＣ２１０は、コネクタ２１１に一
端を接続されたフレキシブル配線基板２１２を介して、
有機ＥＬパネル２０９の裏面に、電気的且つ機械的に接
続されている。なお、これら有機ＥＬパネル２０９及び
フレキシブル配線基板２１２は、上述した有機ＥＬパネ
ル５及びフレキシブル配線基板８と略同様の構成を有す
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るため、説明を省略する。
【００９９】このように、本発明を適用した電子機器で
ある携帯電話２００は、表示手段として図１３及び図１
４に示すようなディスプレイ部２０３を備えているた
め、フレキシブル配線基板２１２と有機ＥＬパネル２０
９とを電気的に接続する際、すなわち半田を溶融する際
に発生する熱が、有機ＥＬパネル２０９に形成された有
機ＥＬ素子へダメージを及ぼすことを極力回避できる。
【０１００】これとともに、有機ＥＬパネル２０９の有
機ＥＬ素子上には断熱層が形成されているため、フレキ
シブル配線基板２１２と有機ＥＬパネル２０９とを電気
的に接続する際、すなわち半田を溶融する際に発生する
熱は、殆ど断熱層によって遮断される。この結果、有機
ＥＬ素子に対する熱ダメージの影響を、さらに低減する
ことが可能である。したがって、この携帯電話２００
は、レイアウトの制約の緩和と高い信頼性とを両立した
ディスプレイ部２０４を有することにより、さらに高品
質を達成するものとなる。
【０１０１】なお、上述したようなディスプレイ装置を
搭載する電子機器としては、上述したような大型の表示
面を有するテレビジョン受像機、携帯電話等に限定され
ることなく、コンピュータのモニター装置、携帯情報端
末、デジタルスチルカメラ、携帯用ゲーム機等、如何な
る電子機器であっても構わない。
【０１０２】
【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発
明に係るディスプレイ装置は、有機電界発光素子の位置
と、有機ＥＬパネルと配線基板との電気的な接続部とが
極めて近接した場合であっても、有機電界発光素子に極
力ダメージを与えることなく有機ＥＬパネルと配線基板
との電気的な接続をとることが可能である。
【０１０３】したがって、本発明によれば、レイアウト
に制約されずに高い開口率を実現するとともに、有機電
界発光素子のダメージが抑えられるために優れた信頼性
を有するディスプレイ装置を提供することが可能であ
る。
【０１０４】また、本発明に係るディスプレイ装置の製
造方法では、有機ＥＬパネルと配線基板とを電気的に接
続する際に必然的に発生する熱や圧力に起因する、有機
電界発光素子へのダメージを極力回避できる。このた
め、有機電界発光素子の位置と、有機ＥＬパネルと配線
基板との電気的な接続部とが極めて近接したようなレイ
アウトであっても、有機電界発光素子へのダメージを確
実に回避できる。
【０１０５】したがって、本発明によれば、レイアウト
に制約されずに高い開口率を実現するとともに、有機電
界発光素子のダメージが抑えられるために優れた信頼性
を有するディスプレイ装置を製造することが可能であ
る。
【０１０６】また、本発明に係る電子機器は、ディスプ
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レイ装置において、有機電界発光素子の位置と、有機Ｅ
Ｌパネルと配線基板との電気的な接続部とが極めて近接
した場合であっても、有機電界発光素子に極力ダメージ
を与えることなく有機ＥＬパネルと配線基板との電気的
な接続をとることが可能である。
【０１０７】したがって、本発明によれば、レイアウト
に制約されずに高い開口率を実現するとともに、有機電
界発光素子のダメージが抑えられるために優れた信頼性
を有するディスプレイ装置を有する電子機器を提供する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したディスプレイ装置を大型のテ
レビジョン受像機に搭載した例を示す斜視図である。
【図２】図１に示す電子機器が有する有機ＥＬユニット
を示す図である。
【図３】ディスプレイ装置を示す斜視図である。
【図４】有機ＥＬパネルの斜視図である。
【図５】有機ＥＬパネルの表示領域と電気的な接続領域
とを説明するための平面図である。
【図６】有機ＥＬパネルの要部拡大斜視図である。
【図７】（Ａ）は、有機ＥＬパネルの要部拡大平面図で
あり、（Ｂ）は、有機ＥＬ素子の要部拡大断面図であ
る。
【図８】有機ＥＬパネルとフレキシブル配線基板とが接
続した状態を示す断面図である。
【図９】断熱層（蒸着後のノルボルネン樹脂）及びバル
クポリマー（蒸着前のノルボルネン樹脂）の赤外分光ス
ペクトルである。 *
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*【図１０】半田ボールを保持する吸引装置を示す断面図
である。
【図１１】半田ボールをフレキシブル配線基板の貫通孔
へ投入する様子を説明するための断面図である。
【図１２】レーザー光を用いて半田ボールを溶融する様
子を説明するための断面図である。
【図１３】本発明を適用した携帯電話を示す平面図であ
る。
【図１４】図１３に示す携帯電話の、ディスプレイ部を
示す斜視図である。
【図１５】従来のディスプレイ装置を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
１  電子機器、２  筐体、３  ディスプレイ装置、４  
ＩＣ基板、５  有機ＥＬパネル、６  ドライバＩＣ、７
  コネクタ、８  フレキシブル配線基板、９コネクタ、
１０  フレキシブル配線基板、１１  区分面、１２  接
続領域、１３アライメントマーク、２０  透明基板、２
１  透明電極、２２  有機ＥＬ膜、２３  陰極、２４  
有機ＥＬ素子、２５  基板側バリア層、２６  絶縁層、
２７断熱層、２８  背面バリア層、２９  コンタクトホ
ール、３０  プラグ、３１コンタクトホール、３２  プ
ラグ、３３  貫通孔、３４  導体パターン、３５接続部
分、３６  接着層、３７  電極パッド、３８  半田、１
００  吸引装置、１０１  半田ボール、１０２  ホルダ
ー、１０３  孔、１０４  レーザー光、１０５  孔、１
０６  マスキング材

【図１】 【図２】 【図１３】
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【図９】 【図１０】
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